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と
な
り
の
弁
護
士 

弁護士法人 

パートナーズ法律事務所長  

弁護士 原 和良 

 

８
月
に
無
事
出
産
し
ま
し
た
！ 

鎌
田
が
骨
折
療
養
中
の
た
め
、

今
回
は
代
打
で
書
き
ま
す
。 

＊ 

 

そ
の
人
の
性
別
、
あ
る
い
は
性
自
認
や
性
嗜
好
に
よ
っ
て
、
行
動

が
制
限
さ
れ
た
り
、
差
別
さ
れ
た
り
し
て
い
い
は
ず
が
な
い
。
男
ら

し
さ
や
女
ら
し
さ
は
強
要
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

と
い
う
の
は
当
た
り
前
に
思
っ
て
い
て
も
、
自
分
に
子
ど
も
が
産

ま
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ

う
と
、
妊
娠
中
か
ら
よ
く
考
え
て
い
ま
し
た
。 

 

産
科
の
妊
婦
健
診
で
は
、
胎
児
の
性
別
を
医
師
に
あ
え
て
尋
ね
な

い
よ
う
に
し
て
み
ま
し
た
。
別
に
産
ま
れ
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と

で
す
が
、
な
る
べ
く
知
ら
な
い
で
お
い
た
方
が
「
こ
う
い
う
男
／
女

の
子
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
「
男
／
女
の
子
ら
し
い
服
を
用
意
し
な

き
ゃ
」
な
ど
と
期
待
し
な
く
て
す
む
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
し
た
。 

 

ま
た
、
今
後
、
本
人
の
性
自
認
が
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
分
か
ら

な
い
の
で
、
あ
ま
り
男
／
女
ら
し
い
名
前
で
は
な
く
、
ユ
ニ
セ
ッ
ク

ス
な
名
前
を
つ
け
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
の
は
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
レ
ス
ネ
ー
ム
」
と
い
っ
て
、
流
行
し
て
い
る
名
づ
け
の
よ
う
で

す
。
ま
あ
、
た
と
え
従
来
の
「
男
／
女
ら
し
い
」
人
間
に
育
っ
て
も

そ
れ
は
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
し
、
本
人
の
好
み
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を

一
緒
に
楽
し
み
た
い
で
す
が
、
こ
ち
ら
か
ら
先
入
観
で
押
し
付
け
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。 

 

加
え
て
、
「
母
／
父
だ
か
ら
、
こ
う
す
べ
き
」
と
い
う
先
入
観
か

ら
も
な
る
べ
く
自
由
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
夫
と
一
緒
に

育
児
休
業
を
取
得
し
て
子
育
て
を
し
て
い
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
ほ

と
ん
ど
男
女
差
は
感
じ
ず
、
「
男
は
育
児
よ
り
仕
事
」
「
母
は
強

し
」
な
ど
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
た
だ
の
固
定
観
念
だ
な
と
感
じ
ま

し
た
。
性
別
よ
り
個
人
の
性
格
の
問
題
で
し
ょ
う
。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

釜
澤 

菜
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問
答
無
用
～
独
断
と
偏
見
に
基
づ
く 

 
 

今
年
の
10
大
司
法
ニ
ュ
ー
ス
（
後
編
） 
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今
年
（
２
０
２
１
年
）
の
10
大
司
法
ニ
ュ
ー
ス
（
後
編
）
で
す
。 

 

６ 

岡
口
弾
劾
裁
判 

 
 

6
月
16
日
、
仙
台
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
で
あ
る
岡
口
基
一
氏
が
、
裁

判
官
訴
追
委
員
会
に
よ
り
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
に
訴
追
さ
れ
、
国
会
で
懲

罰
を
課
す
べ
き
か
の
審
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
裁
判
官
の

私
生
活
上
の
発
言
（
職
務
と
関
係
し
な
い
S

N

S
上
の
書
き
込
み
や
、

取
材
や
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
）
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
件
で
、
こ

れ
が
法
曹
資
格
を
失
わ
せ
る
に
値
す
る
「
裁
判
官
と
し
て
の
威
信
を
著
し

く
失
う
べ
き
非
行
」
（
裁
判
官
弾
劾
法
第
２
条
２
号
）
と
い
え
る
か
、

「
裁
判
官
の
身
分
保
障
と
市
民
的
自
由
が
重
大
な
争
点
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

＊
不
当
な
訴
追
か
ら
岡
口
基
一
裁
判
官
を
守
る
会 (o

k
ag

uchi.ne
t)  

 

 
 ７ 

湖
東
病
院
冤
罪
事
件 

 

 
 

２
０
２
１
年
３
月
31
日
、
大
津
地
裁
は
、
殺
人
罪
に
問
わ
れ
て
い
た
湖

東
病
院
の
元
看
護
助
手
西
山
美
香
さ
ん
に
対
し
、
再
審
無
罪
判
決
を
言
い

渡
し
ま
し
た
。
事
件
が
発
生
し
た
の
は
、
２
０
０
３
年
５
月
22
日
、
西
山

さ
ん
は
虚
偽
の
自
白
を
強
要
さ
れ
、
一
審
で
懲
役
12
年
の
有
罪
判
決
を
受

け
、
控
訴
の
後
、
２
０
０
７
年
に
最
高
裁
で
有
罪
判
決
が
確
定
し
ま
し

た
。
そ
の
後
再
審
請
求
手
続
を
行
い
、
２
０
１
７
年
12
月
20
日
、
大
阪
高

裁
は
、
再
審
開
始
決
定
を
出
し
ま
し
た
。 

 
 

自
白
偏
重
の
人
質
司
法
、
検
察
官
手
持
ち
証
拠
の
開
示
の
問
題
性
を
改
め

て
浮
き
彫
り
に
し
た
事
件
で
す
。 

 

＊
日
本
弁
護
士
連
合
会 

:

「
湖
東
事
件
」
再
審
無
罪
判
決
に
関
す
る
会
長
声
明 

(nichibenren.or.jp) 

 

８ 

飯
塚
被
告
人
池
袋
交
通
事
故 

 

 
 

高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
悲
惨
な
交
通
事
故
が
話
題
に
な
っ
た
年
で
し

た
。
中
で
も
、
２
０
１
９
年
４
月
19
日
発
生
の
豊
島
区
池
袋
で
母
子
を
死

亡
さ
せ
た
暴
走
事
故
は
、
運
転
者
が
元
高
級
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
、
逮

捕
・
勾
留
と
い
う
身
体
拘
束
を
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
終
始
ブ
レ
ー
キ
の

故
障
で
あ
る
と
過
失
責
任
を
認
め
な
い
態
度
に
終
始
し
た
こ
と
、
が
メ

デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
大
き
な
批
判
を
浴
び
ま
し
た
。
２
０
２
１
年
９
月
21

日
の
判
決
で
、
東
京
地
裁
は
被
告
人
（
当
時
90
歳
）
に
禁
固
５
年
の
実
刑

判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
被
告
人
は
、
控
訴
せ
ず
、
過
失
を
認
め
、
遺

族
に
謝
罪
を
し
ま
し
た
。 

 
 

身
体
拘
束
は
、
罪
証
隠
滅
や
逃
亡
の
恐
れ
が
要
件
で
あ
り
、
安
易
な
身
体

拘
束
は
む
し
ろ
是
正
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
高
齢
化
社
会
と
車
社

会
の
共
存
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
社
会
的
な
課
題
を
提
起
し
た
事
件
で
し

た
。 

 

９ 

津
島
判
決 

 

 
 

こ
こ
か
ら
は
、
私
自
身
が
関
与
し
て
い
る
事
件
に
な
り
ま
す
。
２
０
１
１

年
３
月
11
日
の
福
島
原
発
事
故
以
来
、
高
濃
度
の
放
射
能
汚
染
の
下
で
、

地
域
全
体
が
居
住
を
許
さ
れ
な
い
「
帰
還
困
難
区
域
」
と
指
定
さ
れ
て
い

る
福
島
県
浪
江
町
津
島
地
区
の
住
民
６
４
０
名
が
提
訴
し
た
「
ふ
る
さ
と

を
返
せ
！
津
島
原
発
被
害
者
訴
訟
」
の
第
一
審
判
決
が
、
２
０
２
１
年
７

月
30
日
、
福
島
地
裁
郡
山
支
部
で
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
国
と
東
京
電
力

の
責
任
を
断
罪
し
、
一
定
の
損
害
賠
償
を
命
じ
ま
し
た
が
、
こ
の
裁
判
で

第
一
に
求
め
て
い
た
原
状
回
復
請
求
（
除
染
し
て
元
の
ふ
る
さ
と
を
返

せ
）
に
つ
い
て
は
、
却
下
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

現
在
、
原
被
告
と
も
控
訴
し
、
こ
れ
か
ら
仙
台
高
裁
で
の
た
た
か
い
が
始

ま
り
ま
す
。 

 

＊
津
島
原
発
訴
訟
弁
護
団 (tsushim

a-
g
e
nb

e
n.co

m
) 

 

＊A
m

azo
n.co

.jp : 

浪
江
町
津
島 
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淡
島
ホ
テ
ル 

 
 

ひ
ょ
ん
な
ご
縁
か
ら
、
静
岡
県
沼
津
市
の
高
級
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
「
淡
島

ホ
テ
ル
」
の
債
権
者
団
体
の
権
利
救
済
活
動
に
携
わ
る
こ
と
に
な
り
、
現

在
破
産
手
続
開
始
決
定
下
で
破
産
管
財
人
の
管
理
下
に
あ
る
ホ
テ
ル
の
再

生
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
元
従
業
員
が
新
会
社
を
立

ち
上
げ
ホ
テ
ル
の
再
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
奮
闘
中
で
す
。
進
行
中
の
事
件

で
、
今
後
ど
う
な
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
に
注
目
し
、
ご
支
援

を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

＊
淡
島
ホ
テ
ル
を
守
る
債
権
者
の
会 (aw

ashim
am

am
o
ru.info

) 

 

＊
【
公
式
】
淡
島
ホ
テ
ル

/

西
伊
豆
の
無
人
島
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル 

(aw
ashim

a-
re

so
rt.co

m
) 

 

＊
記
者
会
見
ス
ヒ
ー゚
チ.pd

f (aw
ashim

am
am

o
ru.info

) 

 

＊
株
式
会
社
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

/
ホ
テ
ル
運
営
事
業
/
静
岡
県
沼
津
市 

(aw
ashim

a-
pho

e
nix

.co
m

) 

  
 

 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ロ
ー
ル
を
押
し
付
け
な
い
た
め
に  

編 

集 

後 
記 
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 年明けの１月13日、難民申請中の外国人２人が、「裁

判などの審査がないまま入管施設に長期収容されるの

は、国際人権規約に反する」として、国に3,000万円の損

害賠償を求めて、東京地裁に提訴した。昨年は、スリラ

ンカ人のウィシュマ・サンダマリさん（当時33歳）が名

古屋入管で死亡する事件が起き、2019年には、入管収容

施設に長期収容中であったナイジェリア人男性がハン

ガーストライキ中に餓死する事件が起きた。 

 

 そもそも出入国管理における収容は「最後の手段」と

してのみ行われるべきで、在留資格を得られていない外

国人の収容を「原則として行う」日本の入管行政は国際

人権規約に反する。被収容者への対応は入管のみ権限を

持っており、収容期間の上限もない。 

 もともと在留許可を得ること自身が狭き門で、在留資

格を得られず日本にいれば即「不法滞在」扱いされる。

難民認定は国際的に日本は極めて狭き門となっている。

昨年政府が提出した入管法改正案では、いままでの難民

申請中の者については強制送還しないという扱いを変

え、一部強制送還を認めるというものだった。もしそう

なれば送還後の生命・人権への重大リスクが生じること

となる。 

 

 さいわいこの改正案を政府も取り下げざるをえず、事

実上廃案となった。いま世界的に国の人権問題に対する

態度が問われている。入管法及び入管行政の抜本的改善

は、日本の国際的地位に影響を与える問題である。 

入管行政の抜本的改善の時期が来た 

TOPICS 

労使トラブル110番 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

  



 

 

 「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労

働時間を確定的に定めず、一定期間（１週間、１か月な

ど）ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な

労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します

（ただし三交代勤務のような、年や月などの一定期間にお

ける労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に

定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形

態は除きます）。 

 コロナ禍のもとで、飲食店などでシフトを減らされた

り、なくされたりし、休業手当も出されずしたがって助成

金の対象ともならないという例が相次ぎました。それ以外

にも顧客の都合や仕事量に応じてシフトを組んで働くよう

な場合もあり、「シフト制」労働者が多いのが現状です。 
 

□Ⅰ  シフト制労働契約の締結に当たっての留意事項 

（１）労働条件の明示 

 労働基準法第15条、労規則第５条では、労働契約締結の

際、必ず明示すべき事項（絶対的明示事項）を示しました

（原則とし書面を交付することとされている。労働者が希

望した場合、電子的な方法でもよい）。 

■シフト制労働契約では、以下の点に留意 

 「始業・終業時刻」 

   …労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、

原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働

契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト

表等を併せて交付する（単に「シフトによる」

と記載するだけでは不十分である）。 

 「休日」 

   …具体的な曜日等が確定していない場合でも、

休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記

する必要がある。 

 

（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項 

 トラブル防止の観点から、労使で以下のようなルー

ルを話し合って定めておくことが考えられる。 

 〇作成…・シフト作成時に、事前に労働者の意見を 

      聞くこと 

     ・シフトの通知期限（毎月〇日など） 

     ・シフトの通知方法 

 〇変更…・シフト期間開始前の場合、互いの申出の 

      期限や手続 

     ・シフト期間開始後の場合、キャンセル、変更の 

       期限や手続 

   ＊変更は、労働条件の変更に該当し、双方の合 

意が必要である。 

 〇設定…作成・変更のルールに加え、あらかじめ合 

     意することも考えられる 

     ・一定期間内の最大の日数、時間数、時間帯 

     ・一定期間内の目安となる日数、労働時間数 

     ・一定期間内の最低限労働する日数、労働時間数 

 

（３）就業規則の作成 

 常時10人以上労働者を雇用している場合、届出義務

がある。 
 

□Ⅱ  シフト制労働者を就労させる際の注意点 

（１）労働時間、休憩 

 〇原則１日８時間、週40時間内の労働。それを超え

る場合、36協定の締結が必要 

 〇１日６時間を超える場合は45分以上、８時間を超

える場合は１時間以上の休憩が必要 

 

（２）年次有給休暇 

 〇法定日数以上を付与することをはじめ法律の定め

に従うこと 

 

（３）休業手当 

 〇会社の都合で休ませる場合は、平均賃金の60％以

上の手当を支給すること 

 

（４）安全、健康確保 

 〇安全に関する教育の実施 

 〇健康診断の実施 

 

□Ⅲ  シフト制労働者の解雇や雇止め 

〇解雇は労働契約法の定め（客観的に合理的な理由が

なければ解雇できない、など）に従う。 

〇雇止めについても、一定の条件の場合は許されず、

また雇止め予告（30日前）のルールが定められてい

る。 

 

□Ⅳ  その他 

〇労働保険の加入（労災の対象）、雇用保険の加入、

社会保険の加入について、滞りなく手続を行うこと。 

723,&6 

厚労省が「『シフト制』労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」を発表 
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●契約期間 

●期間の定めがある契約を更新する場合の基準 

●就業場所、従事する業務 

●始業・終業時刻、休憩、休日など 

●賃金の決定方法、支払い時期など 

●退職（解雇の事由を含む） 

●昇給 
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年金相談の現場から 

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 
生活保護と年金受給との関係は？ 

【生活扶助に年金額は加算してもらえるのか？】 
 まず基本的なことですが、年金をもらえるよう

になったとしても年金額は「収入」とみなされ、

生活扶助費はその分を控除した額が支給されま

す。「生活扶助＋年金」が支給されるわけではあ

りません。そうすると毎月の受取額は変わらない

ということになります。老齢年金も、遺族年金も

同様に「収入」とみなされます。 

 現在生活保護の生活扶助費の額は月約12万円

（東京の場合）ぐらいと思います。障害基礎年金

２級だと月額で約65,000円（１級だとその1.25

倍）で す か ら、12 万 円 か ら 65,000 円 を 引 い た

額、55,000円が生活扶助費として支給されるに

すぎません。年金請求に要する労力や費用（医療

機関からもらう診断書の費用）も考える必要があ

ります。 

 障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金ももら

う条件があるとすれば、厚生年金保険の被保険者

期間やもらっていた給与額に基づく標準報酬月額

によって違いますが、障害基礎年金と併せれば月

額12万円を超える可能性が高く、そうすると生活

保護の対象世帯ではないとなる可能性が高いで

しょう。 

 もちろん生活保護の扶助費には使途制限があり

ますが、年金受給額は何に使ってもいいという自

由なお金となりますから、その分「楽」ではあり

ます。 

 まずその辺を前提に年金請求するかどうかを判

断してください。 

 

【年金が遡って支給されると 

      返還を迫られることに注意】 
 障害年金の請求には、認定日請求と事後請求

（認定日には障害等級に該当しなかったが後に重

症化した場合）とがあります。また、請求してか

ら認定されるまで数ヵ月かかりますから、認定さ

れたときには最初にある程度まとまった月数分が

支給されることが多いです。認定日請求だと最大

５年分遡ることがありますから数百万円が一度に

支給されるわけです。 

 問題はこの遡って支給された額と生活扶助費と

の関係です。この場合、遡及支給額分も、生活扶

助費が余計に支払われたという扱いがされ、結局

「返還」しなければなりません。 

 

【国民年金保険料の法定免除の手続】 
 生活扶助を受けている場合も、障害年金１・２

級の場合も、国民年金保険料は法定免除となり、

支払う必要はありません。ただし、法定免除だか

ら自動的に免除扱いされるわけではありません。

「国民年金保険料免除理由該当届」を年金事務所

に提出する必要があります。それぞれ生活保護受

給証・受給証明書、年金受給証明書を添付しての

届出となります。 

 この手続きをしないと、保険料未納扱いとされ

てしまいますので注意してください。 

 

【生活の未来を検討しながら判断を】 
 生活保護から抜け、就労によって生活する道が

見えるならば、その準備の費用はある程度許され

るとされています。現状のままの生活を前提に考

えた場合と、抜け出す道筋が見えた段階とでは選

択肢も変わってきますので、生活の未来を見据え

て判断することが大事かと思います。 

 
  
  

 

 生活保護を受給しています。生活扶助費が少なく、生活自身がままならない状況です。うつ病を

患っており、もし障害年金ももらえればと思っているのですが。  

4XHVWLRQ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$QVZHU //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

  On the Sunny Side of the Street 明るい表通りで 

 1930年ジミー・マックヒューが作曲し、ドロシー・

フィールズが作詞しました。ＮＨＫの朝ドラ「カムカム

エヴリバディ」に何度も登場する曲です。ルイ・アーム

ストロングの歌と演奏が物語に織り込まれ、耳にメロ

ディが残っていると思います。特に世良公則さんが、将

校クラブで歌ったライブシーンは見事でした。 

 

  コートを掴んで、帽子を取って 

  心配事は玄関に置いて出かけよう 

  行先は 

  日の当たる表通りさ 

 

  パタパタする音が聞こえるかい 

  その幸せな音は君の足音さ 

  人生は楽しくなる 

  日の当たる表通りで 

 

  いつも日陰を歩いていた 

  憂鬱なことの連続で 

  でも、もう恐れないさ 

  迷うことは終ったんだ 

 

  １セントも持っていなくても 

  ロックフェラーのような金持ちになれるさ 

  足元には金色の埃がある 

  日の当たる表通りには 

 

 ドラマでは、「日なたの道を」と訳されていますが、

敢えて「日の当たる表通り」と訳してみました。1930年

と言えば、世界大恐慌の翌年です。まだ世相は暗く、失

業者が街にあふれていた時です。心配事は玄関に置い

て、日の当たる表通りに飛び出せば幸せになれるという

明るい曲は、当時の人々に受け入れられたことでしょ

う。作詞家のドロシー・フィールズは以前にも取り上げ

た女流作詞家です。この曲には前奏（Ｖｅｒｓｅ）がつ

いています。暗く引きこもっていた主人公は、ある重要

な人物（あなた）と出会います。この出会いが主人公を

変え、表通りに飛び出すわけです。コロナ禍で先が読め

ない現代の世相と共通することがあり、ＮＨＫの朝ドラ

も週を追うごとに視聴率が上がっています。 

 数えきれないほどのプレイヤーがこの曲をカバーし、

レコードを出しています。ベニー・グッドマンも演奏し

ていましたから、20代頃の私はクラリネット曲集でこの

曲と出会っています。ＹｏｕＴｕｂｅにはＮＨＫの朝ド

ラそのものが載っています。世良公則の歌と別の人のサ

ニーサイドを比較しながら聴くのも良いと思います。 

司法書士の業務つれづれ帳 第68回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

 破壊と再生  

 新年なので今年の運勢について。今、九星気学を勉強し

ている。いわゆる「占い」だが、九星気学のベースは儒教

の経典「易経」にあり、易経は孔子が纏めて哲学にまで高

めたと言われている。「占い」の語源は「裏なり(成、

也)」であり、物事の裏側や背景を見ることでその実体や

真実を理解することが占いの目的にある。 

 易は、宇宙や自然の法則を知るための天体学に始まる。

大地に棒を立てて影の長さを測り、一年で影が一番長い日

を冬至、一年で影が一番短い日を夏至として、１年が365

日であることを測定し、その他自然現象を参照して暦を定

めた。暦が定まると、季節ごとの象徴的な事象も明確にな

る。例えば、季節ごとに採れる農作物が違う様に、その季

節を象徴するものはその季節のエネルギーを持っていると

考える。 

 九星気学は、生年月日により九つの星に分類される。自

然の持つエネルギーを理解し、各人が持つエネルギーを理

解し、このエネルギーを各人の未来に活かし行動をして運

を掴むというのが九星気学の本質である。 

 さて今年の運勢だが、今年は九星気学では「破壊と再

生」の年と言われている。自然現象では地震などの災害、

人間社会では経済の破綻や倒産、殺人などがこれに該当す

る。私もまだ勉強中なので「本当かな」と思うところもあ

るが、近年を振り返るとその予兆も思い浮かぶ。 

 コロナが始まって２年となった。マスク生活、ソーシャ

ルディスタンス、黙食などで人とのコミュニケーションを

制限され我慢する生活が今も続いている。テレワークで通

勤ラッシュからは開放されたが、その分だけ運動量は減っ

た。家に閉じこもり動かないことでストレスも溜まる。政

府や行政のコロナ対策も「これはいかがなものか」と思う

ものもあり、さらにストレスが溜まる。  

 地震や火山をイメージするとわかりやすいが、これらは

プレートのゆがみやマグマが頂点に達したところで抑えき

れずに起きる。人間社会のゆがみやストレスもそろそろ頂

点に達するころではないだろうか。 

 破壊は恐ろしいが、やはりどこかでリセットをしないと

未来はないと思う。九星気学では「腐敗・膿」も今年の

テーマとなるが、古い慣習・価値観などは取り去って社会

の新陳代謝を良くしないと次世代が生かされない。それぞ

れがリセットを心掛けて行動すれば、今年は良い年となる

だろう。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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 突然の退職申出、有休買取請求にどう対応？  

 いくつかの問題がありますので整理してみましょう。 

 

【「30日前までに告知すること」の規定の性格】 
 会社としては突然退職すると言われると、業務の引

継ぎや次の人員確保等の対策もありますからなるべく

早めに知っておきたいと思うのは当然です。そういう

ことから、このような規定を就業規則に書いてあると

ころが少なくありません。ただこうした規定はあくま

でも会社のルールであって、法的拘束力があるわけで

はありません。法律的には、労働者の退職の自由が保

障されており、民法では、退職を求めてきた場合、会

社が「承認した日」または承認がなくとも「２週間経

過」すると退職と扱うことになっています（１年を超

える有期契約の場合は、１年を超えるといつでも退職

できると労基法137条で定めています）。 

 また、こうした定めにかかわらず、労働者に有給休

暇の権利があることはいうまでもありません。 
 

【有給休暇の規定が就業規則に 

         書かれていないとしても】 
 有給休暇のことは就業規則に明記しなければどうな

るのかというと、それ自身がすなわち違法であるとま

では言えません。もちろん書いた方がいいことは間違

いありませんし、少なくとも採用時の労働条件通知義

務の内容として「休暇・休日」に関することがありま

すから、採用時の労働条件通知書には必ず明記しなけ

ればなりません。 

 一方、就業規則に書かないから有給休暇の権利はな

いというわけではもちろんなく、法律で定められた日

数は最低誰でも権利として有していることになりま

す。 
 

【有給休暇の買取は認められるか】 
 従業員は「有給休暇残日数に見合った賃金」を要求

しています。これは事実上有給休暇の買取の請求です

が、これは「法律で保障されている休暇を金に換える

もの」ですから法律的に認められません。但し、認め

られ得るのは、①法律の付与日数を上回る付与日数を

付与している場合のその上回る日数分、②有給休暇の

消滅時効（２年）で消滅した部分、③退職後に一定日

数分を支払うこと、です。 

 

【退職間際の有給休暇請求の問題点】 
 一般に労働者には有給休暇の請求権があり、使用者

には時季変更権があります。もちろん時季変更権の行

使にはおのずと制約があり、労働者の請求権を阻むよ

うな時季変更権の行使はできません。 

 しかし、突然退職すると労働者から言われて、例え

ば退職日の20日前に言われて、有給休暇の残日数が19

日だとした場合に、使用者としては、業務の遂行上も

困りますし、時季変更権を行使する余地も全くありま

せん。ある意味で労働者側からの乱暴な請求ですか

ら、使用者としてもそれは無理だということはできる

わけで、裁判例でも「（こうした）場合の不利益は労

働者が甘受しなければならない」ともされています。 
 

【どう対応するか】 
 以上の法律的考え方を踏まえて会社としてどう対応

するかを考える必要があります。いくつかの選択肢が

あろうかと思います。 

 一つは、退職は認めるが、有給休暇の買取はできな

いと拒否するという選択肢。 

 二つは、退職後に一定日数分の手当を支払うという

選択肢。 

 三つは、退職時期をずらさせ、業務の引継ぎ等を完

了させ、有給休暇残日数を消化後に退職してもらうよ

う説得する選択肢。 

 その他、従業員の功績や、他の従業員との関係など

いろいろな事情もあると思いますので、その辺も考慮

して判断してください。また、これを機に就業規則の

見直し等もご検討ください。 
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労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 「退職を希望する者は30日前までに会社に告知すること」と就業規則で定めています。にも

かかわらず、ある従業員が30日を過ぎてから退職を告知してきたばかりか、有給休暇の残日数

に見合った賃金を支払うよう求めてきました。就業規則には有給休暇の規定がなく、違法なこと

であるとは思いますが、かといってこの従業員の要求に応えなければならないのでしょうか。  
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4XHVWLRQ

$QVZHU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

１ ビジネスネームとは 
 戸籍上の氏名とは異なる職場用の氏名を「ビジネ

スネーム」と呼ぶことがあります。たとえば結婚に

より戸籍上の氏が変わっても職場では旧姓を使用し

続けることも（それをそう呼ぶかどうかは別にし

て）ビジネスネームの一つといえます。 

 旧姓については、改姓後も使用を認める企業は広

がってきています。ある調査では「旧姓使用を認め

ている」企業の割合は45.7％となっています１）。ま

た、従業員にとっては、旧姓使用を認められない

と、これまで付き合いのあった仕事関係者に同一人

物と認識してもらえないなど業績やキャリアに悪影

響が生じたり、改姓によりプライベートなことを詮

索されたりするなどのデメリットが考えられます。

そのため、旧姓を使用したいと考える従業員は少な

くありません。 

 そして、今後はいろいろなパターンでビジネス

ネームの使用を希望する従業員が生じると思われま

す。たとえば、性同一性障害の従業員から、戸籍上

の氏名を変更する前に、職場での通称として、自身

の性自認と一致するビジネスネームの使用を求めら

れる場合です。あるいは実名をインターネット上で

検索すると好ましくない情報が上位表示される従業

員など（犯罪歴がある者など。なお誤情報や同名異

人である可能性もある）も、自身で決めたビジネス

ネームを職場で使用することを希望するかもしれま

せん。そして、これはとても珍しいケースですが、

すでに希望があれば職場用の氏名の使用を認めると

いう会社もあるようです。 
 

２ ビジネスネーム使用のルール 
 ビジネスネームの使用を認める場合、まず検討し

なければならないのは、どのようなビジネスネーム

の使用を認めるのかということです。前述のとお

り、様々な理由でビジネスネームを希望する従業員

が考えられますが、どのような場合に認めるのか

（あるいは認めないのか）を会社は決めなければな

りません。これまで見た中では、やはり旧姓の使用

は最初に検討すべきでしょう。もちろん現時点にお

いては事業主に旧姓の使用を認めなければならない

法的な義務があるとは考えられていません２）が、前

述のように改姓によるデメリットをふまえると、認

めない理由も乏しいと筆者は考えます３）。そのほか

についても、会社の実情に応じて検討してくださ

い。 

 ビジネスネーム使用のルール作りにおいては、ビ

ジネスネームの使用範囲、ビジネスネーム使用のた

めの手続き（承認制とするのが一般的です）、秘密

を守る義務などを定める場合が多いです。 

 このうち、ビジネスネームの使用範囲について

は、現時点では社会保険の手続きなど戸籍名を使用

しなければならないものもありますので、ビジネス

ネームを使用できるものを具体的に決めておくこと

が大切です。たとえば、職場での呼称、名刺、メー

ルアドレス、座席表や組織図、人事異動通知書、出

勤簿、休暇簿などが考えられます。なお、混乱をき

たさないように、ビジネスネームが使用できる場合

は、当該ビジネスネームを使用しなければならない

ことも定めておくべきです。 

 また、戸籍上の氏名を知る管理職や労務担当者等

は、その戸籍名を秘密として取り扱わなければなり

ません。もし漏洩した場合、当事者に深刻な精神的

なダメージを与える恐れがありますので、秘密保持

義務を定めたうえで、十分な教育・指導が必要で

す。 

 地方自治体などではすでに旧姓使用に関する要領

や規則を作成していますので、こういったものを参

考にするのもよいでしょう。  

 

 
１）内閣府男女共同参画局「旧姓使用の状況に関する調

査報告書」（H29.3）。なお、旧姓使用を認めていない

企業であっても「旧姓使用に対する今後の意向」での回

答をみると「旧姓使用を希望する常用労働者がいれば、

旧姓使用を認めたい」が30.4％あること、さらに近年の

夫婦別姓制度への関心の高まりを踏まえると、調査後に

おいても増加していると思われる。 

２）今津幸子「『旧姓使用』の実態と職場での留意点」

ビジネスガイド2021年12月号 

３）住民票やパスポート、運転免許証などで旧姓併記が

認められている。また健康保険の被保険者証について

は、性同一性障害を有する者が通称名を記載すること

は、できる場合がある（H29.8.31保保発0831第３号ほ

か）。 

 
   

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○69  
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ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一 （http://office-mori.biz/） 

第69回：ビジネスネーム規程  
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経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第105回： サブスク(定額)コンサルティング  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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 今回は前回に引き続き、 最近のビジネスのはやりの

一つに「サブスクリプション」というビジネススタイル

があります。これは簡単に言えば、月額定額でいくら利

用しても料金が変わらずというサービス提供モデルで

す。何がいいかといえば、決まったお金で『いくら使っ

ても追加増額がない』ということで決まった予算で、計

画的にサービス提供を受けることができるというサービ

スです。例えば、車を購入して、毎月使う距離等に応じ

て、車両経費を払い、その月の状況に応じて変動する維

持費・修繕費を支払う。ということになると、所有する

安心感とは裏腹に、月当たり払うお金の大小に一喜一憂

するということになります。もちろん、一定の範囲を超

えるサービス提供を受けるには、オプション料金はかか

るものの、通常のサービスであれば、『費用が一定』と

いうのはうれしいことです。そのような「所有から利用

（サービス期間分だけ）」へと転換するサービス利用の

あり方の変化があります。当社でも、これをコンサル

ティング指導の中でやっていこうと考えています。つま

り、「サブスク（定額）コンサルティング」です。 

 コンサルティングというのは、経営相談として１日〇

円又は１月〇円という設定をして、経営改善の課題解決

を支援するサービスです。どうしても、法人が対象にす

るビジネスはもうかった場合とそうでない場合のギャッ

プが大きいことから、コンサルティングで経営や事業の

課題が解決されて、もうけがでるようになれば、月単位

で数十万単位のお金を払っても余りあるという状況にあ

ります。当社でも２名で月２回伺って、１年間24回の中

でプロジェクトとして経営改革を行ってきたというのが

通常のコンサルティングモデルです。しかし、中小企業

にとって月額30万円だとしても×12カ月で諸経費を入れ

て、400万円以上のコンサルフィーを払うとなれば、利益

を考えれば大きなお金だといえます。もちろんその何倍

かの利益もしくは損失回避ができれば、経済合理性はあ

りますが、「大きなお金」という外形的な印象はぬぐえ

ません。そして、あと１年やればＶ字で業績回復という

ことがみえていても「２年続けてそれだけのお金は払い

難い」との目先の支出に足踏みするケースは多いといえ

ます。そういったケースにも、その後、定額料金で経営

状況をモニタリングしていてもらえる安心感はありがた

いと思ってもらえるはずです。 

 つまり、当社は今年の初めから、「サブスク（定額）

コンサルティング」サービスを開始することにしまし

た。その内容は次の通りです。 

「いつでも経営に関する様々なお困りごとに 

           お答えする定額指導料プラン」 

 料金は、率直な所、１回分の指導料（10万円 諸経費

別）で、いくらでも経営相談が可能なサービスです。こ

のサービスのお得感を付与し、それでいて過重な負担で

サービス低下に陥らないように次のような指導スタイル

とすることにしました。 

①月１日の定期コンサルティング 

 （時間３～４時間 リモート又は訪問かサロン来社） 

②その他前日までの予約制にて、リモート・来社等に    

     よる随時指導（１時間以内／回 何回でも） 

③月１回の「課題解決ＰＤＣＡレポート」の提出 

といったサービス内容です。つまり、サブスク（定額）

指導で日常の経営課題を抽出し、その課題の速攻解決を

図り、その他経営課題・問題点を抽出するというもので

す。何が課題・問題点かが明確にならないと問題解決は

できません。その意味での「経営モニタリング」として

のサブスク（定額）コンサルティングは貴重な役割を担

うことになります。 

 「コンサルティングって何ですか？」とよく聞かれま

す。それだけ認識されていないということでもあるの

で、説明不足であったと考えます。コンサルティングと

は端的に言えば、「企業の課題解決」です。その課題解

決のためには、問題の発見⇒原因の追究⇒解決策の検討

⇒解決策の実行というフローで解決を図ります。比較的

容易に解決できる問題はサブスクコンサルの中で解決

し、現時点での最重要課題を抽出します。この最重要課

題が１テーマで集中的に解決できるようなら期間をとっ

て「１テーマ短期集中コンサルティング」で３か月以内

のオプションにて問題解決を図ります。更に問題が山積

みの場合は、「経営改革」プロジェクトとして、１年

間、場合によっては最長３年間のプロジェクトにて全社

の経営改革を実行することになります。 

 おりしもこの４月に「コンサルティング研究所」を立

上げます。これまでのコンサルティングの成果のノウハ

ウをアーカイブとして集約させ、更にこれからの「サブ

スク（定額）コンサルティング」での問題解決ノウハウ

を更に蓄積して、これからの中小企業の問題解決の担い

手になっていく。そして、これらの取組を通して、後進

のプロコンサルタントを育成していきたいと考えていま

す。 
 
 


